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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
九
号

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
六
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
及
び
品

質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
医
療
機
器
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表

別
表

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

495

495

病
理
ホ
ー
ル
ス
ラ
イ
ド
画
像
保
存
表
示
装
置

（
新
設
）

496


